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令 和 ２ 年 ３ 月 ６ 日 

こども未来部こども家庭支援課 

 

江東区児童館条例の一部を改正する条例 

 

  

１ 改正の理由 

  行財政改革計画及び受益者負担の原則に基づき、全庁的に使用料の検証を

実施した結果、維持管理コストと最大徴収使用料の乖離が拡大傾向にあるこ

とから、施設使用料の引き上げを行うこととなったため、江東区児童館条例

の一部の改正を行い、児童館の使用料を改定する。 

  また、現状の利用実態や児童福祉法の規定等に合わせ、児童館の利用対象

者の範囲を１８歳未満の児童に改定する。 

 

２ 改正の概要 

（１）夜間利用時間の利用者の使用料をおおむね２０％引き上げる。 

（２）利用対象者の範囲を、「区内の小・中学生及び保護者の同伴する乳幼児」

から「区内の１８歳未満の児童（乳幼児については、保護者が同伴する者に

限る。）及びその保護者」に改める。 

 

３ 新旧対照表 

  ２、３ページのとおり。 

 

４ 施行日 

 令和２年１０月１日施行とする。 

 

 

 

 

 

資料 ２
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江東区児童館条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

（利用者の資格） （利用者の資格） 

第６条 児童館を利用することができる者は、区内の

小・中学生及び保護者の同伴する乳幼児とする。 

第６条 児童館を利用することができる者は、区内の

１８歳未満の児童（乳幼児については、保護者が同

伴する者に限る。）及びその保護者とする。 

２・３ （略） ２・３ （略）  

第７条～第１９条 （略） 第７条～第１９条 （略） 

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略） 

別表第３（第５条、第９条、第１７条関係） 別表第３（第５条、第９条、第１７条関係） 

 

 

児童館 施設 使用料 摘要 

森下児童

館 

集会室 ２，８００円 １回につき 

古石場児

童館 

集会室 ２，７５０円 

塩浜児童

館 

集会室 ２，２５０円 

辰巳児童

館 

集会室 ３，７００円 

千田児童

館 

集会室 ２，０５０円 

音楽室 ６５０円 

東陽児童

館 

集会室 １，１５０円 

 

 

児童館 施設 使用料 摘要 

森下児童

館 

集会室 ３，３５０円 １回につき 

古石場児

童館 

集会室 ３，３００円 

塩浜児童

館 

集会室 ２，７００円 

辰巳児童

館 

集会室 ４，４００円 

千田児童

館 

集会室 ２，４５０円 

音楽室 ７５０円 

東陽児童

館 

集会室 １，３５０円 
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亀戸第二

児童館 

集会室 ３，０５０円 

音楽室 ６５０円 

東砂児童

館 

集会室（大） ３，１５０円 

集会室（小） １，５５０円 

東砂第二

児童館 

集会室 １，５５０円 

 

亀戸第二

児童館 

集会室 ３，６５０円 

音楽室 ７５０円 

東砂児童

館 

集会室（大） ３，７５０円 

集会室（小） １，８５０円 

東砂第二

児童館 

集会室 １，８５０円 

 

備考 （略） 備考 （略） 

    附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後の使用料は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後に行う利用

の承認について適用し、施行日前に行った利用の承

認については、なお従前の例による。 

  

 

 

 

 

 


